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【午後２時００分開会】 

○小田原委員長  お待たせいたしました。本日の委員の出席は全員でございますので、本日

の委員会は有効に成立いたしました。 

 ただいまから平成１８年度第１３回定例会を開会いたします。 

 日程に入ります前に、本日の会議録署名員の指名をいたします。 

 本日の会議録署名員は ４番 齋藤健児委員 を指名いたします。それでは、お願いい

たします。 

 それでは、日程に従いまして進行いたします。 

 ――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○小田原委員長  協議事項、平成１９年度予算要求の重点項目についてを議題に供します。 

 本件について、事務局から説明願います。 

○穂坂学校教育部主幹  それでは、１９年度の予算要求の重点項目について御協議をお願い

したいと思います。 

 前回の定例会で、予算要求重点項目の骨格の部分でお認めいただきまして、現在、事務

局で予算編成作業を行っております。ここである程度予算フレーム等が確定いたしまして、

実施計画もある程度示された中で、予算要求に当たりまして、現段階ということで、１９

年度の予算要求をしていく主な内容について御協議いただきたいと思います。 

 今後の予定ですけれども、きょう御協議いただいたことを踏まえまして、事務局で一た

ん今月２７日に市長部局に提出させていただきまして、次回の定例会で議案として上程を

させていただきまして、正式に市長の方に要求をしていくという運びで考えております。 

 それでは、「平成１９年度予算要求の一般財源額」の方でございますけれども、学校教

育部の方では、合計金額が約７１億６,８００万、今年度予算より約６億６,９００万増を

見込んでおりまして、増額の主な理由としましては、地震防災対策のための六中、あるい

は横山中の改築などの工事費増によるものでございます。 

 生涯学習スポーツ部につきましては、合計金額１４億３,３００万、今年度予算より約

１億４,４００万の減を見込んでおります。主な理由としましては、西南部地域の体育館

用地取得の償還が終了するものでございます。 

 それでは、お手元の資料の「平成１９年度予算要求の重点項目」につきまして、学校教

育部の方から説明させていただきます。 

 １９年度予算要求をするに当たりまして、どの事業も大切な事業でありまして、金額を
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増額したいという思いはありますけれども、全体の調整の中で金額が昨年と同額、あるい

は減額しなければならないものも出てまいります。金額が同額であっても、今年度の反省

などを含めて、各事業内容の工夫や変更、中身の充実などで対応していく考えで編成作業

をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、学校教育の充実の①の「教育指導」では、「登校支援センターの充実」につきま

して、今年度の補正を受けまして、当初予算より増額を見込んでおります。 

 また、「学習指導補助者の派遣」では、ＡＴ（アシスタントティーチャー）の派遣賃金

について増額を見込んでいるところでございます。 

 それから、⑤の「心身障学級運営」でございますけれども、「特別支援教育」の本格実

施に対応するために大幅な増額を見込みました。 

 また、その下の「心身障害学級の設置」におきましては、心障学級に在籍する児童・生

徒数増に対応するために、新たに心障学級を４校に設置するための要求をしていきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、⑦番の「市立学校適正配置等審議会」につきましては、審議会の回数増によ

る手当として増額要求を見込んでおります。 

 それから、⑧の「情報教育の推進」では、平成１０年度導入した教育用パソコンの機種

の更新を行うもので、１５校分を要求していきたいというふうに考えております。 

 それから、次のページ、⑨の「地震防災対策」でございますけれども、すみません、こ

こでちょっと資料の訂正をさせていただきたいと思います。この下に⑩の「学校の改築・

増築」の内容説明の最後の部分で、「補強量が多い学校が対象校となったので増額」とあ

りますけれども、これは⑨の「耐震補強」の内容説明になりますので、訂正をさせていた

だきたいと思います。申しわけございませんでした。ここでは、補強工事の校数増や体育

館の耐震診断も始まりまして、その対応として増額要求をさせていただくものでございま

す。 

 それから、⑩の「学校の改築・増築」では、横山中の工事が始まること、あるいは六中

の工事が引き続き行われることなどによりまして、大幅な増額を見込んでいるところでご

ざいます。 

 また、⑪の「学校一般営繕工事」におきましては、学校施設の老朽化によるトイレの改

修工事を５校から７校にふやして、リニューアルのスピードを早める考えでございます。 

 それから、「特色ある学校づくり」では、①の「特色ある学校づくり事業」の「小中一
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貫教育実践校の準備」が新たな事業として予算要求をいたします。 

 それから、「開かれた学校づくり」では、①の「地域との連携」で「地域運営学校の設

置」を行う考えでおりまして、ここでは３校分見込んでいるところでございますけれども、

状況によりふえる可能性もありますが、現段階の編成状況ということで御理解いただきた

いと思います。 

 それから、②の「子どもの安全対策」においては、現在、小学校の校門のオートロック

システムを設置しておりますけれども、来年度におきましては、中学校にも拡大する考え

で予算要求するものであります。 

 学校教育部は以上でございます。 

○米山生涯学習総務課長  それでは、引き続き生涯学習スポーツ部にかかわる「平成１９年

度予算要求の重点項目」について御説明します。 

 それでは、生涯学習スポーツ部の事業推進の３本柱の１つであります「生涯学習の推

進」の中の「生涯学習環境の充実」ですが、老朽化した姫木平自然の家東館の給湯管及び

暖房機器の取り替え、またこども科学館のプラネタリウムの改修を新規事業として要望し

ていきます。 

 なお、枠外の「※」、放課後子どもプランのことですが、これは市長部局を含め検討す

ることとしております。 

 次の「生涯学習成果がいかせるしくみづくり」に掲げております「生涯学習フェスティ

バル」は、後ほど報告事項で今年度実施内容を報告させていただきます。 

 続きまして、「図書館機能の充実」ですが、引き続き地区図書室とのネットワークの充

実に向けて、増額を考えております。 

 次に、２本目の柱であります「生涯スポーツの推進」の中の「スポーツ・レクリエーシ

ョンの振興」ですが、今年度に引き続き総合型地域スポーツクラブの設立援助をしていき

ます。 

 また、平成２５年度に開催される第６８回国民体育大会ですが、誘致希望種目・団体の

視察経費を要求していきます。 

 なお、種目については、後ほど報告事項で説明させていただきます。 

 次に、「スポーツ環境の整備」ですが、国庫補助等を受けるため、都市公園法に基づき

整備するため、平成１９年度の予算は必要な最小限の経費がかかる予定です。これは、戸

吹のスポーツ広場の関係です。現在、１１月の補正予算の関連で、調整中です。 
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 また、富士森公園トイレ、市民体育館等は、施設の安全と利用しやすくするための工事

になります。 

 次に、３本目の柱となります「文化の保存・継承」でございます。その中の一番目、

「文化遺産等の保存・活用」ですが、引き続き日本百名城に選ばれた国史跡八王子城跡の

保存整備、また文化財の保護・普及に努めていきます。 

 「伝統文化の継承」ですが、今年度に引き続き「八王子車人形と民俗芸能の公演」を実

施していきます。 

 次に、「博物館機能の充実」ですが、老朽化した郷土資料館の施設改修の経費となりま

す。 

 生涯学習スポーツ部にかかわる平成１９年度の予算重点項目は以上です。 

○小田原委員長  事務局からの説明は終わりました。 

 本件について御質疑・御意見ございませんか。 

○齋藤委員  重点項目ということですので、こういう形になっているのかと思うんですけれ

ども、ちょっと素朴にお伺いしたいんですけれども、事前に配られた資料をちょっと見な

がら計算してみたんですけれども、ここで発表されている内容というのはすべて、１７年

度と１９年度を比べますと、金額的にそのまま移行しているものと、あとは１９年度でふ

えていったものがざっと書いてあるわけですよね。これを単純に足し算しますと、約１９

億弱のプラスという、いただいた資料だけを単純に計算すると１８億７,８１３万という

のがふえている形になっているわけですよね。ところが、全体的にみると、先ほどの説明

では、７億ぐらいが全体予算としてふえていると。ということは、単純に考えると、１８

年度で終了したものだとか、逆にカットされたもの、減額になったものがあるということ

ですよね。 

○穂坂学校教育部主幹  先ほどちょっと説明しましたこの金額の去年との差額については、

私の方で申し上げたのは一般財源の金額を申し上げております。本当は、総事業費で比較

すればいいんでしょうけれども、まだ現段階では、予算編成作業中でありまして、総事業

費というのはなかなか出せないのが現状でございます。そんなことから、今、一般財源の

金額で初めにお示ししております。 

 それから、こちらの重点項目につきましては総事業費でとらえておりますので、これは

一般財源だけでなくて国の補助ですとかそういったものも入ってきますので、単純に、申

しわけございませんが、比較はできないということで御理解いただきたいと思います。 
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○齋藤委員  わかりました。なぜそのような質問をしたかというと、単純にこれを比べたと

きに、やはりこういう重点項目というものを話し合うときに、カットされちゃったものだ

とか、減額されちゃったもの、いわゆる計画的になくなっていったものというものもある

のかなと単純に思ったんですよ。それは、去年の資料を自分で出してきて調べればわかる

ことなのかもしれないんですけれども、やはりこういう要望というものを１９年度どうす

るんだということを考えたときに、例えば、なくなっていってしまった事業の中にも非常

に大切なものがあるかもしれないということはやっぱり把握しておかなきゃまずいですよ

ね。そこのところがあるのかどうかという単純な質問なんです。 

○穂坂学校教育部主幹  基本的には、今、齋藤委員さんおっしゃったように、どれも重要な

事業だというふうに認識しておりますし、基本的にはスクラップの事業は、全くないとは

言えませんけれども、経常経費とかそういったところの細かい話まで行きますとちょっと

わかりませんが、完全にスクラップする事業というのは現状ないというふうに思っていま

す。ただ、少なくとも、先ほどちょっと私申し上げましたけれども、例えば金額が同じ、

あるいは減額されたとしても、それは金額の多寡というよりは、例えばこれまでの反省を

踏まえてやり方を変えるとか、そういった形で今予算編成作業をしておりますので、単純

にその事業が縮小されたとか、そういうことではないというふうに御理解いただきたいと

思います。 

○齋藤委員  そのあたりが具体的に見えてくれば安心なんですけれども、やはりこの文面の

中で出てこないと、あれはどうなっちゃったのかな、これはどうなっちゃったのかなとい

うようなものの不安が残るなというのを思ったものですからご質問させていただいたんで

すね。 

 極めて具体的なことを言いますと、昨年、私もＰＴＡのときからずっと携わっていたも

のですから言わせていただくんですけれども、日本語学級の問題なんかも持ち越しであっ

たじゃないですか。あれが１８年度にやっと５０何万の予算が組まれましたよね。それで、

私は本当に少額ながらも大きな前進だなというふうには思ったんですけれども、重点項目

でないと言ったらそれまでなのかもしれませんが、今回の中には、少なくともこの資料の

中では見受けられなかったものですから、そのあたりはどうなっちゃったのかなとか、そ

ういう本当につまらないところなんですけれども、やはりこういう１９年度の予算を考え

るときに、新たにこうやって増額しました、こういうものを新たに始めます。でも、その

陰でこれは予算的にどうしても今度は予算がつけられませんというものもあるんであるな
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らば、ぜひそれを知りたいという気持ちなんですけど。 

○小田原委員長  先ほどの主幹のお話のように、スクラップしたものは基本的にないという

お話しですよね。例えば、生涯学習スポーツ部の方で、戸吹総合スポーツ施設整備の例が

挙がっていますよね。これがゼロになっているということは、この施設にスクラップとい

う言葉は似合わないけれど、ゼロにしたというのを挙げているわけだから、そういうよう

な額の大きいものは入れているというふうに見ていいんじゃないですか。 

○米山生涯学習総務課長  一昨年の定例会のときには、スクラップしたのがかなりあって、

私どもゼロにしたと、これはゼロにしますよと。当然のことながら、スクラップすると、

継続事業については重点項目になりませんので毎年同じなので、今回もできるだけそれは

精査して、今回新しく取り組む事業、あるいは重点にしたい事業、それと、あとスクラッ

プする事業は、当然のことながら、予算要求の段階では定例会に諮っていくというのは今

までどおりそういう考えでございますので、載っていないということはスクラップがない

という理解と同じ、学校教育部と同じ考えでございます。ただ、うちの方としては、金額

が下がっている部分は、償還金がなくなったという部分でございまして、それは、特に教

育行政に直接絡まない部分ですからそれは載せていないんですけど、事業に絡むものにつ

いてはきちんと載せていきたいと思っています。 

○齋藤委員  今のお話をまとめてもう一度確認のためにお話しさせていただくと、スクラッ

プされたものは基本的にないということですよね。今、単純にこれを計算すると、約１９

億弱のものがプラスになっているんですが、いろんなところから補助を受けたりとかとい

うものの中でやっていくというふうな判断でよろしいわけですね。 

○穂坂学校教育部主幹  そのとおりでよろしいと思います。 

○小田原委員長  １０億も補助があるわけですか。 

○穂坂学校教育部主幹  当然、補助だけじゃなくて借り入れもいたします。 

○小田原委員長  そういう部分はだって、施設の中へ入っちゃっているわけでしょう。 

○穂坂学校教育部主幹  総事業費の中では入っております。 

○小田原委員長  齋藤委員の計算でいくと、７億の増というふうに言われていたけれども、

僕は計算していませんからわかりませんが、全体では１９億の増だという説明でしたが。 

○齋藤委員  私が今言った１８億７,８００円というのは、学校教育部の方だけです。 

○穂坂学校教育部主幹  おっしゃっているのは、重点項目の部分ですよね。 

○齋藤委員  そうです。 
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○穂坂学校教育部主幹  ですから、言ってみれば、総事業費と、それからこっちは一般財源

ということで、ちょっと比較ができなくて本当に申しわけないんですけど、今の現段階で

総事業費をお出しすることがなかなかできませんので、そういう形になってしまっていま

すが、先ほど出ましたように、国や都の補助、あるいは起債ですとか、そういったことで

対応していくつもりでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○石垣学校教育部長  １８年度の予算の中で、予算額が２１６億、教育の計上としてござい

ますけれども、実際には一般財源として計上しているのが１４６億円、その差の部分につ

いては特財ということでございますので、そういう中で下がってきているということで御

理解いただきたいと思います。 

○小田原委員長  学校教育部の⑨「地震防災対策」、⑩「学校の増改築」のところで金額が、

ここだけで１７億の増があるわけですよ。この大半が国とか起債とかそっちの方だという

ふうに理解すれば、驚く数字ではないんだと。そういう説明をすればいいんじゃないです

か。 

○穂坂学校教育部主幹  はい。 

○小田原委員長  ということでございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○齋藤委員  前回のときにもいろいろと言っておりますので、もちろんこのあたりのところ

は確認に近いものになるかもしれませんが、細かいところを言わせていただければ、例え

ば②番の「教員の資質向上」にある、パワーアップ研修のことなども前回のときにもいろ

いろと細野委員の方からも意見が出ていたり、私も意見を言わせていただいているところ

もあるんですが、金額的には同額予算になっているんですが、これは工夫次第でですね、

ここのいわゆる内容を見ると、この資料の書くスペースが少ないからいたし方ないとは思

うんですけれども、「研修講師謝礼、教材費」ということで表されているわけなんですよ

ね。すると、単純にこれだけだと、そのお金が４２４万８,０００円がすべてこの謝礼だ

とか、講師の謝礼に使われてしまうのかなというようなね、もっと何か内容を工夫してい

ってやれるものというのは考えていらっしゃるのか。本当の、この予算の内容が２つだけ

しかないと、こういうものだけに使われていってしまうのかななんていうことはちょっと

不安に思ったりするんですが、そのあたりはどうでしょうか。 

○朴木指導室統括指導主事  このパワーアップ研修の中身につきましては、本年度までに約

５年間やっておりまして、それぞれの講座について、各先生方にアンケートをとっており
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ます。その中で、よかったか、悪かったか。それから、職務に役立ちそうかどうかという

ことを５段階で評価してもらっています。そういった中で、「よかった」という評価のも

のが９０％を超えております。それから、「職務に役立てる」も９０％を超えております。

こういう評価を得ております。ただし、今後、さまざまな研修の機会を多く与えるという

方向で、日程をもう少し、夏休みの時期を振り分けるような形だとか、あるいは学校が自

分たちの課題に即したような研修が企画できるような企画系のパワーアップ研修、それか

ら既にもう行っておりますが、実技・演習を多用した研修、こういったように工夫してま

いりたいというふうには思っています。 

 ただ、御指摘のとおり、この資料に書くのはこういう書き方しかいたし方ないと思いま

すけれども、研修のあり方そのものについては今、来年度に向けて抜本的に変えようとい

うことで考えておりますので、皆さんよろしくお願いします。 

○齋藤委員  せっかく、このお金のことも絡んでくることですので、これにあわせていろい

ろとやはり意識を高めていかなければいけないとは思っているんですけれども、これも再

三言っていることですけれども、①「教育指導」のところの「学力定着度調査の実施」に

これだけの、１,０００万以上のお金が継続的に予算として組まれているわけですけれど

も、毎度言っていますけれども、このあたりも今度国も始めるというようなところもあり

ますよね。それから、東京都もやっている。とりあえず数年間は様子を見ようじゃないか

という話が内容であったことはもちろんわかっているんですが、やはりこういうせっかく

予算のときに、ほかの施設がやっている、団体がやっていることでやっぱり、一生懸命様

子を見ながら、むだなことだけは省いていってもらう。国でやっていることでいろんなデ

ータがとれるんであるならば見直すというようなことは絶えず頭の中に入れながらやって

いく必要性があると思うんですよね。単純に昨年と同様な金額をぽんと組んで、「昨年と

同様」というような気持ちでは実施しないでいただきたいというふうに思うんですけど。 

○小田原委員長  何かありますか。 

○朴木指導室統括指導主事  先般、７月２６日の定例会の中で、今年度の学力定着度調査の

方向について、対象学年を変えるというようなこともやったわけですけれども、今後、継

続的に対象学年を変えたということもありますし、教科をふやしたり、時期を変えたとい

うこともありますから、その効果を検証する方向でもうちょっと継続するのか、それから、

もうちょっと重点的に、基礎型の学力の部分だけ抽出して必要なものかとか、あるいは、

科学的思考だけの調査をやってみようじゃないかというような、そういうような方法も考
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えられるかなと、今指導室の中で話題にしているところです。この有効な活用の仕方につ

いて、調査の方法も含めて我々で検討してまいりたいと考えております。 

○小田原委員長  調査が目的じゃなくて、学力を定着させることの方向でいろんなことを考

えていくということで、今年度も同額だけれども予算を計上して検討していくという、そ

ういうことのようですが。 

 そのほか、いかがですか。 

○齋藤委員  細かいところで大変申しわけないんですが、「開かれた学校づくり」の①「地

域との連携」の項目の中に、「地域運営学校の設置」がありますよね。これについては、

来年度３２万４,０００円でいいわけですね。いいんですよね。それで、９名で３校とい

うことになると、２７名ですよね。この方への報酬ということで、単純に計算すると１人

月１,０００円という計算になりますが、年間１万２,０００円なわけですよね、１名に対

して。報酬はどういうふうになっていくのかというものはわかりませんけれども、払うん

だったら払う、払わないんだったら払わない。何か、すごく中途半端な金額のような気が

するんですけど、どう思われますか。年間１万２,０００円の報酬というのは。 

○望月教育総務課長  学校運営協議会を設置する学校を教育委員会が指定するということで、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、その中の、特別職、役割は全く違

うわけですけれども、非常勤の教育委員さんと同じ扱い、そういう意味で言うと、非常勤

の特別職の報酬等について条例制定するということが地方自治法の方で求められていまし

て、地方自治法できちんとその対価というんですか、それを支払うということが決められ

ているという中で、支払う額について、額が少ないんじゃないかという御指摘だと思うん

ですが、多分に地域の方が学校を応援していただく。学校を応援していただくというだけ

ではなくて、地域で、地域の子どもとして育成していただくという意味であれば、当然ボ

ランティア的な要素というのは非常に濃いというふうに思っております。法の中で特別職

というふうに責任は持っていただいていますが、額としてはボランティア的な要素という

こともかんがみて、言ってみれば最低額になりますけれども、そのものを設定したという

ことでございます。中途半端と言われるかもしれませんけれども、そういう趣旨で設定を

しております。 

○齋藤委員  今の話はよくわかるんですけれども、この地域運営学校というものを本当にス

タートさせようとするということになってきますと、この委員さんというのは、今まで地

域の中で活動していた、本当にボランティアのＰＴＡの方だとか、もちろんその流れも当
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然あると思うんですが、青少年育成指導員の方々とはまたちょっと違った、かなり大切な

任務のところになっていくんじゃないかなと思うんですよね。例えば、学識経験者なんて

いう名称でよく区分されますけれども、地域にいらっしゃる、例えば大学の教授の方だと

か、いろんなことをよく御存じの方々からもお知恵を拝借したりしてやっていくというこ

とに具体的にはなってくるんじゃないかなという感じがちょっとするんですけれどもね。

そういう方々に、ボランティアだったら本当にボランティアで、「無償でお願いします」

とお願いしてしまうのか、ちょっと年間１万２,０００円というのはいかにも中途半端だ

なということを感じたものですから、それが法令で金額が、具体的な例が出ているわけで

はないんだとは思いますけれども、もうちょっと何か考えた方がいいんじゃないかなとい

う気がしたもので、意見を言わせていただきました。 

○小田原委員長  ボランティアもただじゃないんですよね。その上のボランティアの謝金も

ありますけれども。だから、事務局の方としても、ランクはあるだろうけれども、最低の

ところを計上しているということで、とりあえず出発させたいということですから、これ

はこれでよろしいんじゃないですか。 

 ほかにいかがですか。 

 じゃあ、きょうはこのフレームのところと大筋の流れを御理解いただき、御意見があっ

たら言っていただきたいということですが、大体よろしいですか。 

 このような方向でさらに事務を進めていただくということで、協議よろしいですか。 

              〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長  じゃあ、この方向で今後も進めていただくということで。 

 この部分を削るとかいうような方向が出てきた場合に、また私どもも応援するというよ

うなことで進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○小田原委員長  それでは、次は報告事項ということになります。 

 まず、生涯学習総務課から、順次報告願います。 

○米山生涯学習総務課長  それでは、４の報告事項、「第３回生涯学習フェスティバルの開

催について」の御報告をさせていただきます。 

 このフェスティバルの開催目的は、「八王子生涯学習プランの基本方針である「市民主

体の生涯学習」「市民との協働」にもとづき、市民が自ら学習活動を行うきっかけをつく

ること、参加者がふれあい学びあう交流の場とすること」です。 
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 この生涯学習フェスティバルは、平成１６年度に第１回を開催し、今年度で３回目とな

ります。 

 期日は１０月２１日（土曜日）、会場はクリエイトホールとなります。 

 今年度からスポーツ振興課がふえ、６所管、２つの市民団体が共同で開催をします。 

 内容については、資料をご覧ください。資料の開催については平成１７年度、１８年度

のゴシックで書かれている部分がございます。その部分が新規事業、新しい事業になりま

す。 

 それから、参加団体数は、昨年度１１団体から今年度は４３団体とふえております。 

 詳しい催しの内容は、次のページの黄色いチラシの裏面をご覧ください。 

 今回からクリエイトホール全館に会場を広げまして、クリエイトホール祭ともなりまし

た。ただ、課題となっておりますのは、集客数でございます。ＰＲとしては、広報はちお

うじ、あるいはミニコミ誌への掲載、各施設のポスターの掲示、チラシなどの配布は行っ

ております。 

 報告は以上になります。 

○小田原委員長  生涯学習総務課の報告は終わりました。 

 本件について御質疑ございませんか。 

○齋藤委員  第３回ということで、昨年も一昨年も定例会の中で議案が出たんだろうなと思

って、いろいろと私もメモをひもといてみました。確かにちょっとメモ的なものは出てき

て、何かこれだけ本格的にやろうというような、随分昨年より力の注ぎ方がぐんと大きく

なったような感じがするんですけれども、やっと何か全館を挙げてというような状況にな

ったというのは、随分昨年とかなり違うんじゃないですか、力の入れ方が。 

○米山生涯学習総務課長  基本的には市民参加ということで、参加団体が１１から４３団体

にふえたという内訳は、学習支援課の公民館の活動団体が１８団体、作品の展示発表とい

うので、そこが昨年は学習支援課との調整でなかなかうまくいきませんで、そこの調整で

大分ふえたという部分と、今回、スポーツ振興課がストレッチ教室を入れた。生涯学習ス

ポーツ部の各所管が協働することと、クリエイトホールに入っている男女共同参画課、あ

るいは子ども家庭支援センター、クリエイトホール内の行政の市長部局と生涯学習が一緒

になって、それで市民団体が一緒になって、毎年意見を出し合いながら広げていこうとい

う考え方で、これは私どもの努力だけじゃなくて、皆さん方の御協力でこういう形で大き

くなったと御理解をいただきたいと思います。 
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○小田原委員長  「生涯学習フェスティバル」の、名前はこれでいいわけね。 

○米山生涯学習総務課長  はい、そうです。 

○小田原委員長  もうそれを超えているとかいう部分はないわけ。 

○米山生涯学習総務課長  今回、その名称について、黄色いチラシの一番上に「クリエイト

ホール祭」と書いてあると思うんですね。今、この名称については、市民団体とほかの関

係者との調整で「フェスティバル」にするか「クリエイトホール祭」にするかと、最終的

にはまだここは調整が詰め切っていないので、今回二段書きにさせていただいたという形

になります。 

○小田原委員長  ある町とか村とかで、「市民祭り」とか「産業祭り」とかいろいろありま

すよね。そういうのとは別に「生涯学習フェスティバル」なのか、今、「クリエイトホー

ル祭」と言ったけれどもクリエイトホールの祭りなのか。市民祭という類のものは別にあ

るのか。その辺りはどうなんですか。 

○米山生涯学習総務課長  祭りについては、例えば農業祭とか、産業祭りとかさまざま、市

民祭りもございます。私ども考えているのは、基本的には「生涯学習フェスティバル」が

大前提の名称で、生涯学習に絡む祭りというか、イベントというか、そういうものをやっ

ていきたいという考えで今進めています。 

○小田原委員長  ここに出ている団体が今言ったようなそういう別のイベントにも参加する

ということは十分あり得るわけね。 

○米山生涯学習総務課長  団体的には、ほとんど生涯学習の関係の市民の発表とか、自分の

経験談の発表ですので、ほかにはほとんどあまりそういうところへ出る可能性は非常に少

ないと思います。あとは、自分たちで発表会をやるとか、そういう形になります。 

○小田原委員長  私がお聞きしたかったのは、さっき齋藤委員が大々的になったというふう

なお話だったので、それは学習支援課の協力があったとかということもあったんですけれ

ども、男女共同参画センターとか子ども家庭支援センターというのは、これは生涯学習と

は違うわけでしょう。教育委員会、生涯学習スポーツ部の中の機関ではないでしょう。 

○米山生涯学習総務課長  生涯学習というくくりと、市長部局と、教育委員会というくくり

はございますけれども、今回のこのイベントの基本的なベースは、生涯学習という中のく

くりで関係している、生涯学習関係をやっている団体、あるいは機関に声をかけて、その

意思に賛同した団体と行政機関でやると。それもクリエイトホールを中心にやるというの

が今のところベースになっております。ですから、市長部局の男女共同参画課でも、例え
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ば女性のためのファシリテーターの養成講座とか生涯学習に絡む講座をやっておりますの

で、あと子ども家庭支援センターの方でも、生活習慣病の関係とか、親子の触れ合いの研

修講座をやっておりますので、それで生涯学習の範疇に入るという中で一緒にやっている

という形でございます。 

○川上委員  以前やっていたと思うんですけれども、学園都市センターでやっていたものに

も「生涯学習フェスティバル」という言葉を使っていたかどうかわかりませんが、それと

は今回のとは違うものなんですね。 

○米山生涯学習総務課長  多分、学園都市センターでやっていたのは、ちょっと私も記憶が

あまり定かでないんですけれども、学生委員会がやっていたのかなとは思っているんです

が。 

○小田原委員長  そこら辺、詳しい方いませんか。 

○川上委員  私の大学も参加させていただいていたことがありましてね、生涯学習の一つの

あり方としてでしょうけれども、生涯学習センターですとか、それからまた社会人の入学

ですとかね、科目聴講生とか、生涯学習に大学でお役に立てるようなことということで、

学園都市センタービルの１２階のところで何回かやらせていただいていたのは、それは

「生涯学習フェスティバル」というごく一部のことだったのかもしれません。 

 それから、その時期だと思いますけれど、推進懇談会というので１つ答申を出しました

ね。御提案を出したと思うんですが、そのときに盛り込まれていたことのこれは成果だと、

結果だと思うんですね。こういうことができたらいいんじゃないか、生涯学習としてこう

いうことができたらいいんじゃないかということで御提案していたことがここに実現した

というふうに私は見えるんです。ですから、たくさんの人たちがこういうふうに集まって

きて、御自分がなさったことの発表ですとか、それから人がなさったことをみんなで聞い

たりということというのはとても盛んになってきたのではないかなと、３回目にしてです

か。でも、その前にずっと続けてきたものがあったんだということも私たちもわかってい

なければいけないのではないかと思います。 

○米山生涯学習総務課長  実は、学園都市推進会議の方で、以前、学生のパフォーマンスと

か講座とかをやっていました。 

○川上委員  それではありませんね。大学として出ていましたから。学生じゃない。 

○米山生涯学習総務課長  申しわけありません。今、情報を持っておりません。 

○細野委員  １つ質問なんですけどね、八王子は「いちょう塾」というのがありますでしょ
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う。生涯学習施策として１つの手本的なものになっていると思うんだけども、これとこの

生涯学習フェスティバルとどういう関係になっているのか。例えば、いちょう塾でいろい

ろ学習成果が上がったものをこのフェスティバルの中で積極的に紹介するとか、そういう

ことをやっているのかどうなのか、質問です。 

○米山生涯学習総務課長  現在のところ、いちょう塾との関係はございません。 

○小田原委員長  いちょう塾の発表の機会というのはあるんですか。あれは卒業証書か何か

出して終わるわけですか。 

○米山生涯学習総務課長  いちょう塾については、今までのところ縦割りみたいな部分がご

ざいますけど、こちらは、学園都市文化ふれあい財団でやっている事業でございまして、

各大学でできる講座が主としていちょう塾をやっていると思います。私どもは、今後はで

すね、当然リカレント教育部門も視野に入れながら、こちらの方の生涯学習もある程度充

実してくれば、いちょう塾との連携とか、その部分は必要になってくるのかなと思います

けれども、今の段階ではなかなか難しい状況という形になりますので、最終的にはそれは

必要な目標にはなってきます。 

○細野委員  それで、意見なんだけども、これだけの出し物があるけれども、集客するのに

少し自信があるかどうかわからない、そういう話をなさったよね。いちょう塾の動員数は

結構あると思うんですよ。そことの連携、ことしはできないんだったら来年でもいいんだ

けれども、そういう連携で集客を図るとかいうことが必要じゃないかな。これは、前の予

算についてもそうなんだけれども、政策の評価というのは絶対やらなきゃいけないわけで

すよ。これだって予算を使うわけです。そうしたら、どれだけ出し物を出すかという、そ

ういう供給の話より、どれぐらいお客があったというのが重要な話なはずなんです。税金

を使うわけですから。そうすると、連携はどうのこうのという話は、キーワードとしては

「生涯学習」なんだから、当然念頭に浮かんでしかるべきなはずなわけですよ。そこのと

ころの仕掛けづくりはどうなっているのかな。あるいは、もしことしはそれができなかっ

たならば、来年はぜひ図ってほしいと思います。 

○米山生涯学習総務課長  去年の反省会でも、はっきり申し上げて一番多かった問題点は、

集客の部分でございます。今回、集客に当たって一番より効果的なのは、１つは口コミ。

これに参加する参加者の方々の知り合い関係の口コミですね。それ以外に広報、あるいは

ミニコミ誌、そういう部分でございます。あと、当然のことながら、各施設のパンフレッ

トとかという形で、去年の反省会に基づいて考えられる範囲のところの部分については周
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知を図ったと。ことし、また、当然のことながら、細野委員も言われましたように、集客

が少ない場合には、また新たに反省会を必ずやって、来年に向けてどうするかという対策

を打って、ことしも必ずそれをやるつもりですので、その中で生かしていきたいなと思っ

ています。 

○小田原委員長  これは、学校の学芸会で言えば、昔の学芸会というのはみんな朝から晩ま

で、おじいちゃん、おばあちゃんから子どもたちまでが朝から晩まで一同で、みんなで楽

しんでいたの。最近の学芸会というのは、自分の子どもたちが出るところだけ来て、あと

はさようならという、そういう傾向があるわけよね。これは時代の流れと言えば時代の流

れかもしれないけれども、これはその典型だと思うんですよ。だから、これは言っちゃい

けないけれども、一番最初にやる人、くじで一番おそい人とかいうような話になっちゃっ

て、すると、地域の２０人が出れば、その２０人の家族が来るだけで終わっちゃうという、

そういうものがここにあるだろうと思いますよ。だから、いろんなお祭りがあるのは、大

同団結してみんなでやりましょうというふうにやるのか、あるいは波状的にそれぞれやっ

て、何回もやっていくという、そして、何回も出たいところは出るみたいなのがあるので

いいといえばいいし、もっとお金をかけてやるのであるならば、もうちょっと何とかした

いという、そのためにはどうしたらいいか。いちょう塾にも投げかけて、「こういうのも

あるから、あなた方もどうですか」と誘いながら、どんどんいらっしゃってくださいとい

うふうにお誘いするとか、チラシだけじゃなくて、活動を広げていくためにこういう場が

あるんだから、それをもっと考えていかなければいけないんじゃないかと思いますね。 

○米山生涯学習総務課長  その辺のことについては、いちょう塾の関係者のところには早期

に行って、チラシ等を配ってお願いしていきたいと思います。 

 もう１点、今言った学芸会、お祭り的な内容で、それ以外来ないという部分は、当然来

年度に向けても少し議論しておりまして、実はアンケート調査をかける予定なんですが、

そのアンケート調査に、「あなたはどこに行きましたか」と、「それ以外、何階と何階を

見ましたか」と、そんな内容のアンケート調査をかける予定なんですよ。それで分析を、

１カ所じゃなくて何カ所か見たとか、どのくらいいたとかというのをちょっとかけて、そ

れも来年度へ向けての分析の１つとしてアンケートをもう用意していますので、そういう

形で分析をかけたいと思っています。 

○細野委員  要望です。そのアンケートをぜひ見せてくださいね。 

○米山生涯学習総務課長  わかりました。 
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○齋藤委員  細野委員はもう大学の方でずっと御活躍ですから、常に大学の方で御意見も出

されたりする。私なんかは小中ＰＴＡの方の出なもんですから、そういう視点から聞きた

いんですが、やはりこういうのも対象が小学生のお子さんから、おはなし会から、それこ

そ茶道ですとかいろんなもの、年齢層が本当に生涯というか、お祭りじゃないですか。ち

なみに、小学校ＰＴＡ連合会とか中学校ＰＴＡ連合会へのＰＲなどはなさいましたか。 

○米山生涯学習総務課長  直接は、やっておりません。今後はしていきたいと思っています。 

○齋藤委員  ぜひ。 

○米山生涯学習総務課長  ただ、学校には一応配付しておりますので。 

○川上委員  とても難しいのは、「生涯学習」という言葉なんですね。先ほどの、「いちょ

う塾」とは違うんですよと。私も先ほど申し上げたときに、「一部の」というふうな言葉

を使ったというふうに思いますが、それぞれの立場から生涯学習というものに対しての認

識の仕方が違うと思います。ですから、八王子市として、生涯学習とはこうなのではない

かというところをもう少しきちんと私たち自身もわかるようなことを進めていったらいい

のではないかと思います。年代がたくさんいるからじゃなくて、それも１つの考え方。今、

齋藤委員のおっしゃったようなのも一つの生涯学習の集まった場として考えられる。１人

の人が生涯にわたってというのも生涯学習です。それから、内容的なものも、自分が勉強

したものを発表したいということも含まれている人と、そうじゃなくて、自分がずっと自

分の興味で進んでいくというのも生涯学習のあり方だというふうに考えていますので、多

様な見方というか立場というのがあるので、とても生涯学習と一くくりにした場合に難し

くて、答えの出るものではないのですが、これが成功すること――私たちにも、ここに

「学習相談」というのがございますので、多分ここでお手伝いをさせていただいたのでは

ないかと思うのですが、以前のですよ。この３年よりもっと前のことですけれども、それ

こそ市内の大学でも民間のカルチャースクールですとか、そういう人たちにもこの「学習

相談」のところに声をかけて相談に乗ってもらうようなことにしたらいかがでしょうかと。

学習支援課が全部なさるわけではないかもしれませんけれどもね。 

○米山生涯学習総務課長  委員さんのおっしゃるとおり、生涯学習の考え方とか視点の考え

方、どの視点で生涯学習ととらえて言っているのかというのは、こういう生涯学習フェス

ティバルの開催に当たっても、市民団体とかなり、まず「生涯学習とは」から始まりまし

て、それで事業を決めるに当たっても、こういう事業は生涯学習だとか、そうじゃないと

か、そういう議論もかなり当初ではしまして、実際問題はこういう事業、具体的な部分が

 
１８



出てくるのは、はっきり申しまして打ち合わせの３回目、４回目からになってくるんです

ね。ある程度、「じゃあ、今回の生涯学習フェスティバルは、こういう視点とこういう方

向性である程度やっていきましょうよ」というのが決まって、大体決まってくるという形

なので、毎年ちょっと生涯学習のとらえ方とか、視点とか、方向性がちょっと微妙にずれ

ている部分はございます。 

○細野委員  そういう話が多分出てきて、総論をずっと延々とやってね。じゃあ、八王子に

おける生涯学習とはどういうものなんだ。あるいは、いろいろなとらえ方があるんだった

ら、毎回テーマを決めてやりましょうとか、いろいろ工夫はあると思うんですよ。だから、

皆さんがどういう形で議論をいい方向に持っていって、実質的な活動の方に早く持ってい

けるような、そういう工夫をしてほしいと思いますけどね。 

○米山生涯学習総務課長  わかりました。 

○小田原委員長  どうですか、そのほかに何か。 

 「生涯学習」という言葉は、年とともに変わっているのはありますからね、難しいでし

ょうけど、この中身を読んでいると、高齢者と健康づくりのためみたいな話になっちゃう

ので危ないところもあるんですけど、八王子の生涯学習を、学校教育を含めて生涯学習と

いうふうに考えて、八王子の生涯学習のフェスティバルということで、模索しながらやっ

ていただく。私は、先ほどもお話ししたように、いろんなものが波状的にあって、発表の

場がたくさんあることが市民の文化を大きくしていく、あるいは深めていくことになるだ

ろうと思いますので、これはこれとして一ついいと思いますので、ぜひ盛会を祈っていま

す。 

○米山生涯学習総務課長  ありがとうございました。 

○小田原委員長  それでは、生涯学習総務課の方は終わりまして、スポーツ振興課からの報

告をお願いいたします。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  それでは、お手元の資料に基づきまして、国民体育大会の招

致希望種目について御説明申し上げます。 

 第６８回国民体育大会、平成で言いますと２５年、西暦２０１３年に東京で開催をされ

るものでございます。 

 ちょっと途中を省略させていただきまして、３の「会場地選定」というところでござい

ます。今年度「第６８回国民体育大会会場地選定本調査」がここで行われます。各市町村

の開催希望を確認した後、東京都が区市町村及び競技団体等と調整・協議いたしまして、
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平成１９年度に準備委員会で正式決定するという予定でございます。 

 八王子市では、招致希望種目といたしまして、軟式野球、これは、上柚木公園野球場を

想定しております。それから、ゴルフ、これは、八王子カントリークラブ、ＧＭＧ八王子

ゴルフ場、武蔵野ゴルフクラブの３会場を予定しております。それから、サッカー、これ

は、上柚木陸上競技場を予定しております。それから、体操、これにつきましては、体育

館はありますが、若干体操開催には無理があるということで、東京工科大学にお願いをす

るということで、今準備を進めているところです。それから、高校野球（硬式）、これに

つきましては、八王子の市民球場を予定しております。 

 以上の５種目を招致希望として東京都の方に提出をしたいというふうに考えております。

これにつきましては、体育協会加盟の各連盟とも事前の調整が済んでおりますので、八王

子市の体協との調整、そのもの自体には問題ございませんので、あとは東京都が各区市町

村と調整をして最終的に決定をするということになります。 

 以上でございます。 

○小田原委員長  御質疑・御意見ございませんか。 

○齋藤委員  すみません、ちょっと素朴なところを教えていただきたいんですけどね、こと

しは特に高校野球の方が非常に盛り上がったわけですが、何年後かになったときにどうい

う状況かというのもよくわからないんですけれども、素朴に、やはりそうやってたくさん

の人が来る。そうすると、まちの経済というか、そういう問題にもプラスの問題も当然出

てくるだろう。当然、これを誘致するということになってくると、そのための設備を八王

子市で行っていかなければならないというところもあると思うんですが、こういう国体の

誘致ということについて、概算というか雑駁でもいいんですが、収支なんていうものはど

ういうものなんでしょうか。ほとんど出ずっぱりなのか、そのためによってまたまちにた

くさんの人がやってきて、多少このまち全体も潤ってくるというようなことはある程度考

えていらっしゃるんですか。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  １つには、一流のスポーツに市民が接することができるとい

う、そういうまずメリットが第一に考えられると思います。 

 それから、経済的な効果、あるいは市の負担ということですが、埼玉国体では、一般財

源といいますか、市からの支出が、非常に大ざっぱなんですが、５種目、八王子のこの種

目でいきますと大体２億４,０００万ぐらいの支出がございます。国、東京都からの補助

を入れても、そのぐらいの市単での負担が出ます。ただ、これは埼玉も、八王子もそうな
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んですが、単独ですべてではなくて、多摩市とか、そういう近隣の市町村とも一緒にやり

ますので、今言ったのは最大の市単の経費ということです。 

 それに対して、当然補助がありますが、それ以外に、八王子市で想定しておりますのは、

市民球場のスコアボードの改築をしたいと考えています。これについては、今は非常に年

数もたっておりますので、これを電光掲示板のスコアボードにしたいと。これに大体１億

５,０００万から２億円かかりますので、その半分程度の経費は東京都の方で負担をする

という約束になっておりますので、２億とすれば１億はそういうところで生み出される。 

 それから、あと、スポーツ競技をする方が市内のホテル・旅館、そういうものにも当然

泊まる、あと、観客ですね、そういう方も来場されるという想定の中での市内でのそうい

う経済的も当然あるだろうと。ただ、具体的に幾らぐらいというのは、ちょっと今の時点

では積算はしてございません。 

○齋藤委員  単純に何を言いたいかというと、つまり、この時代にたまたま教育委員として

今この席にいるわけですけれども、今この報告を受けても３７正式競技あるわけですよね。

そのうちの５つを皆さんでいろいろとお考えになった中で、協議した中で選んだ。それは

当然ハードの面も当然あると思うんですよね。やりたくたってできない、競技場がなきゃ

できないわけだから。でも、そのあたりのところをやはり報告事項として受けて、ここを

通過した以上、もしかすれば、この競技の方がよかったんじゃないかとかね、あの競技を

持ってきた方がもっと八王子のためによかったんじゃないかというような競技というのは

あるのかなというようなことをちょっと単純に思うんですよ。今、これだけだと３７競技

があります。そのうちの５つが八王子でこのように出しますと。そうして、この５つが決

まりましたということの報告になってきたのならばそれまでで、何も言う意見はなくなっ

ちゃうわけなんですが、いろいろな他市とのいわゆる比較等があったときに、「いや、八

王子として、この競技を持ってきた方がもっと八王子のためになるんじゃないか」とかね、

「あの競技だったらば、もっとこうなんじゃないか」というようなところというのは、も

う語るだけ語って選ばれた５つということの判断でいいんですかね。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  八王子市だけでできるというものではございませんで、当然

周辺で相当の御協力をいただかないとできません。そういう中で、このトップは財団法人

日本体育協会です。その下部組織に八王子市の体育協会がありまして、そこに加盟してい

る各連盟がございます。そういうところの御協力をいただけるかどうか、そういうことも

考えて、それから、今委員さんおっしゃったような、例えば高校の硬式野球はことし早稲
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田実業が非常に話題になったということで、実はこの間、兵庫国体でも、７,０００人か

らの観客が入ったという、そういうこともありますので、私どもとしてはそういう人気の

面、そういうことも当然考えていますし、地元の体育協会傘下の連盟の協力が得られると。

そういうことから５種目に絞ったということでございます。 

 あと、施設があるかないかということです。 

○小田原委員長  たまたま硬式野球の、高校の野球の話が出ているけれども、たまたまこと

しだけであって、大体国体の記事がどのくらいの形で各新聞で扱われているかということ

を考えると、国内最大のスポーツ祭典とはいえ、あまり関心は持たれていないというのは

実際ですよね。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  そうですね。 

○小田原委員長  それから、国体の見直しというものが言われて久しいんだけれども、平成

２５年のときにどういうふうになるのかというのは、これも不透明なところがあるんだけ

れど、東京都としてはぜひ多摩に持っていきたいという気持ちがあって動いた経緯がある

わけですよね。これは、メインスタジアムはうちじゃなくて調布の方だというところで、

この５種目というふうになっているというのが、これは現実、これ以上に何が求められる

かというのはなかなか大変なことだろうというのが実際じゃないでしょうかね。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  例えば、サッカーは上柚木を使いますけれども、決勝につい

ては多分、調布の味の素スタジアムとかそういうところになるのかなというふうに思って

おります。 

 それで、ことし、スポーツ振興課の職員２名で兵庫、昨年は岡山の方に視察に行きまし

たけれども、数の多い少ないというのはちょっとなかなか、プロ野球なんかと比べると判

断は難しいですけれども、硬式野球は特に、ことしは特別というのはありますけれども、

昨年の岡山国体でも高校野球を見に来るお客さんというのは相当、ほとんどスタジアムが

いっぱいになるぐらいの、そういう効果はあるようですので、なかなかその辺の、ＰＲの

方法とかそういう難しいところはあると思いますけれども、市民が一流のスポーツに接す

ることができるということですので、事前のＰＲ等を十分やれば、有意義なスポーツの祭

典になるかなというふうには考えております。 

○小田原委員長  持ち出しは覚悟して、収入は期待しない方がいいんじゃないですか。こう

いう場合には。 

 地方でやる場合には、例えば野球があるところに決まれば、ほかのところから来るわけ
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にいかないから、みんなこのまちに泊まるわけですよ。関係者も、参加選手も。ところが、

東京の場合には、そうはならないところがありますからね。齋藤委員の期待するような収

入は、まずほとんどゼロと考えるべきだろうな。市民に入るのはもうないと思いますよ。

球場の貸し賃はとれるかもしれないけど、入場料はみんな持っていかれちゃうわけだから

ね。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  ただ、スコアボードについては、これはかなり高い確率でで

きるかなということで。 

○小田原委員長  あまり期待しない方がいい。これを機会に税金を使って施設をよくしまし

ょうと、そういうことだろうと思いますよ。 

○石川教育長  もともと国体の発想そのものがそうだというのがありますよね。 

○小田原委員長  地域振興だからね。 

○石川教育長  京都をスタートに、スポーツの振興と施設の整備をしようということで持ち

回りにしているわけですよ。それで、今、二巡目に入ってもう半分ぐらい来ているわけで

すけれども、もともとそういう意味合いがあるから、これはこれで球場のスコアボードが

改修できるだけでも随分大きな効果はあるというふうに思いますね。 

○川上委員  ただ、一流のスポーツを見せるということは、そうしたら小学生、中学生にも

そこで見ることをまた事前にプログラムしておけば、それで、そこで学べるものがあるの

ではないかというふうに思いますが。 

○小田原委員長  そうですね。ゴルフは無理としてもね。 

○川上委員  応援の仕方というのもありますし。 

○小田原委員長  活用の仕方はいろいろあるだろうと思うので、そういうお金だけじゃない

価値を市民にもたらすことができるような形で進めていただければ、大変うれしいんじゃ

ないかと思います。 

 そのほか、いかがでしょう。よろしいですか。 

 じゃあ、特にないようでございますので、この方向で進めていただくと。ほかのところ

に持っていかれないように頑張ってください。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  ふえる可能性もあります。 

○小田原委員長  それはいいんじゃないですか。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  また、それは御報告します。 

○小田原委員長  幾らでも金をかけろと言っておいてください。 
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 いいですか、それで。 

              〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小田原委員長  ほかに何か御報告ございますか。 

○石垣学校教育部長  指導室の方から１件ございますので。 

○小田原委員長  じゃあ、指導室、お願いします。 

○岡本学校教育部参事  口頭で御報告申し上げます。 

 新聞等で記事になっております福岡、あるいは北海道でのいじめ、あるいは児童・生徒

の自殺の問題につきまして、本市の取り組み状況等につきまして口頭で御説明を申し上げ

たいと思っております。 

 この件につきましては、非常に重大なことというふうに私どももとらえております。本

市では、このことを受けまして、今回の対応内容について改めて、どのようなことがこれ

まで本市の中であったかということも含めて確認を今進めているところでございますが、

平成１２年度当時は、八王子の中でいじめの件数は小中で１２０件というふうに記録がご

ざいましたが、平成１７年度は６５件ということで、各学校の努力で半減近くになってい

ることは事実でございます。 

 また、平成１１年度からメンタルサポーターも配置されておりますので、その辺の効果

も徐々に出てきている、そのような数字かというふうにとらえております。 

 今申し上げました平成１７年度でございますが、小学校では１７件、中学校では４８件、

いじめとして扱った事件があったということで報告が来ておりますが、合計６５件でござ

いますけれども、その中で、平成１７年度の終わりの時点で、小学校２件、中学校１件に

ついてまだいじめが継続しているというふうな形での報告がございまして、これについて

まず調査いたしましたところ、これについてはおおむね改善をされているという形で、報

告をいただいているところでございます。 

 また、今年度、現時点までで、私ども教育委員会の中でどれぐらいのいじめに関する対

応をしてきたかということで調べましたところ、約１０件ございまして、これもおおむね

改善はしておりますけれども、まだ保護者の方の理解をいただくとか、児童・生徒の関係

の中でまだ少し完全にもとの状態に戻っていなくて継続指導しているというような状況も

ございますけれども、おおむねよい方向に向かっているというふうに今の時点ではとらえ

ているところでございます。 

 これらを踏まえまして、いじめはどの学校にも、いつでも起きる可能性があると。また、
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子どもたちの本当に身近な問題であるということをかんがみまして、学校全体、あるいは

今回の事故を教訓にいたしまして、保護者、あるいは関係機関との連携を深めて、プライ

バシーの保護に留意しながらも、隠すことなくきちんと対応していきたいという姿勢で臨

んでいきたいというふうに思っております。 

 その後、本市といたしましては、１０月１７日に通知文を各学校の方に緊急に出しまし

て、校内でいじめがあるのではないかという問題意識を持って直ちにチェックを行い、学

校が全体を挙げて、誠意を持って全力で取り組むようにということ。それから、保護者や

関係機関と連携をして、対策を整えていくということの通知をいたしたところでございま

す。 

 今後は、きょうの新聞等にも、またホームページ等でもさまざま出ておりましたが、都

の方も１０月２０日の金曜日に緊急の会議を持って、国の方でやっております全国調査で、

現時点での校内で起きているいじめについて徹底的に洗い出しを要請するというような動

きがございますので、これを踏まえまして、また学校の方にも改めてこの件について調査

を依頼する、そういう準備を進めております。その準備をする関係で、本日の校長会の役

員会の方に指導主事がまいりまして、詳しく今後の動き等についても説明してまいりまし

た。 

 そのようなことを踏まえまして、校長・副校長・主任会についても今後も徹底していき

たいと思いますし、機会を通じまして各学校の方にもさらに徹底を図ってまいりたいとい

うふうに思っております 

 また、先ほど申し上げました通知文につきましては、あしたあたりホームページの方に

も載せるつもりで今準備を進めているところでございます。 

 以上、いじめの問題についての本市の取り組みの概要でございます。 

○小田原委員長  指導室からの御報告は以上のとおりですが、この件につきまして何か御質

疑、御意見ございませんか。 

○細野委員  ちょっと質問がありますけども、今、対策をとるという抽象的な話があったん

だけども、具体的にどういう対策を組織的にとっているのか、少し説明してくれますか。 

○岡本学校教育部参事  当然、各学校では担任が発見する場合もございますし、子どもの方

から学校の方に申し出がある場合もございますけど、子どもの方からは本当に比較的少な

い件数でございますので、まず教員の方で子どもたちの朝の動きから夕方帰るまでの動き

の中でさまざまなそういう兆候があるのではないかという目で確認をすること。特に、朝
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の時間帯での学級指導の時間での子どもの観察を徹底するということ。それをまず第一に

行っていただくことをお願いしております。 

 それから、当然、保護者、あるいは地域の方からも教育委員会の方にもそのような形で

の「いじめではないか」というような相談がまいりますので、その場合にはすぐに学校の

方に情報を返しまして、学校の方で校長、副校長、それから担任、それから生活指導主任

を中心とした組織体制をつくっていただきながら、いじめの実態について、プライバシー

の保護をしながら、子どもたちの様子を観察したり、場合によっては聞き取りをして、そ

の実態をできるだけ詳しくとらえていくと。そのような形での指示を出しているところで

ございます。 

○小田原委員長  具体的な対策としては、具体的じゃないという感じもするんですが、いか

がですか。 

○細野委員  今ね、いじめという現象に対する情報の収集、吸い上げという話はわかった。

じゃあ、それを今度解決するためにはどういう対策をとっていくのかと、その話が聞きた

い。 

○岡本学校教育部参事  情報が集まった段階で、当然内容によったり程度によったりしても

違いますので、まずは子どもたちの中に教員の方で投げかけをして、この出し方は非常に

配慮を要しますけれども、クラス全体の重要なことであるという考え方の中で、この問題

を取り上げていくという、まずこれが第一かというふうに思っております。 

 そういう中で、学年の進行に伴いまして、子どもたちの中に自分たちで自分たちのクラ

スをよくしていく、あるいは友達との関係を仲よくしていくとか、そういう関係づくりを

する能力を育てるというのがまず第一義であろうかというふうに思っております。 

 そういう取り組みをまずした後で、やはりその中でもなかなか解決できない場合には、

担任が直接子どもから聞き取ることもありましょうし、メンタルサポーター、あるいは中

学校のスクールカウンセラーの力をおかりして、一緒にこの問題について考えていくと。

そういう中でも、やはり保護者の方の理解、あるいはさまざまな専門家の方の知識等も必

要な場合には、本市にございます総合教育相談、あるいは登校支援等の方たちの力をかり

て、一緒になっていろんな方策を生み出していく。それを一つ一つ検証していくというん

でしょうか、そういうことの積み重ねの中で時間をかけながら解決していく。そういうふ

うな形で今考えているところでございます。 

○小田原委員長  お話を聞いていればそのとおりであるんだけれども、先ほど室長がお話し
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されたように、いじめはいつでもどこでも起こり得るというふうに私も思うんですよ。そ

ういうときに、今回、福岡にしても、北海道にしても問題になったのは、もちろん子ども

たちがいじめをしているという、そこの問題点が１つね。それから、それを担任なり指導

者が知っていたとか、知っていたにもかかわらずどうしたという、その指導者の問題、教

員の問題ですね。それから、校長の問題、あるいは教育委員会の問題という、そういう段

階があるわけですよ。そういうのに対してどうするのかということをもう一回考えなきゃ

いけない、そこの対策を具体的にどう考えているかというのが、多分細野委員の聞きたか

ったことだろうと思うんですよ。そこをぜひね、今みたいな話はいいんだけど、具体的に

じゃあどうするんだと、そこをぜひ考えてほしいと思います。 

○岡本学校教育部参事  わかりました。 

○小田原委員長  いかがですか。 

○齋藤委員  本当にこれは大変な問題で、今も言っているとおりに、いつ、どこでも起こり

得るし、いじめを完全になくそうといっても、これはもう無理だと思うんですね。相手が

全くその気がなくても、いじめられたと感じればもうこれはいじめですから、これをやっ

ぱりそういうふうに感じた子たちをどういうふうにフォローしていくかというところがす

ごく大きな問題なんだろうと思うんですよね。 

 先ほど、細野委員のお話の中では、その情報の集め方についてはわかったとおっしゃい

ましたけれども、この情報が今もおっしゃった、今回のマスコミなんかでも言われている

のは、担任の先生のところでとまっちゃったとか、校長先生のところでとまっちゃった、

教育委員会まで行っているのに教育委員の対応が悪かった、いろんな問題が指摘されてい

るわけで、やはり八王子市としてその情報がどこまで本当に把握できているのか。先ほど

具体的な数字が平成１７年度で６５件とおっしゃいましたけれども、恐らくこの数倍はあ

るんだろうね、きっと。いろんな段階でね。どこでとまっちゃっているかわからない。も

しかしたら、本人の気持ちの中でとまっちゃっているものもあるだろうと。絶えずやっぱ

り我々が把握していかなきゃならないというのは、そうやって悩んでいる子、苦しんでい

る子。あしたになれば忘れてしまうようなことかもしれないんだけれども、今この段階で

も悩んでいる子は、恐らくその把握している数値の数十倍はあるというふうに考えていか

なければ対応が行き届かないんじゃないかというふうには思いますよね。 

 自分が現役のときのことを思い出しても、今から思い出すと笑ってしまうようなことで

もすごく悩んじゃうときがあるじゃないですか、中学生ぐらいのときは多感ですから。だ
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から、恐らくそういうような子はたくさんいるんだと思うんですよね。そこの話をどうい

うふうに教育委員会として把握して、対応していくかというのは、相当本腰を入れて校長

先生方とも何度も何度も話し合いをしていかなければ、実情というものはなかなかつかみ

にくいと思うんですよね。これは謙虚に、やっぱり数字というものは絶えず、この数十倍

はあるんだということを絶えず頭の中に入れていかないとまずいんじゃないかなという感

じはしていますけど。 

○岡本学校教育部参事  確かに、具体的な対応策と言われると、今言ったような場面に即し

たことしか今は申し上げられませんけれども、じゃあ、マニュアルをつくればいいかとい

うものでもまたないように思います。不審者であったり、不登校の子どもたちに対するも

のであったり、危機管理であったり、それぞれいろんな課題・問題が学校の中にあります

ので、一つ一つマニュアルをつくっていくのではなくて、やはりこういう事例が突きつけ

られた段階で一つ一つ学校の中で確認していく、そのようなことの繰り返しの中で、マニ

ュアルに近い部分で、全体の中で共通して取り組めるような、そういうような方策を今後

ともつくっていく必要があろうかというふうに、今回のことで私は教訓として考えている

ところであります。 

○川上委員  いじめない、いじめられない人をつくれば、そちらを先にやっていかないと、

そこが本当の教育なのではないか。いじめないというのと、今感じちゃえばそれっきりと

いうことでしたけど、いじめは非常に定義があるわけではありませんのでね。それ以前の

教育もあるのかなという気がします。もちろん、出てきた場合は、今の対応でしていただ

かなければならないんですけどね。 

○細野委員  いじめの話は、これは年齢にもよらないし、組織にもよらない。大人の世界で

もある。だから、これは国籍にもよらないし、幾らでもあるはずなんですよ。だから、さ

っき川上委員が言ったように、自分で解決する問題は自分で解決する。でも、組織的にど

うしてもやらなきゃいけないことは、やっぱりやらなきゃいけないんですよ。ただ、その

ときに、学校の中へ閉じ込めると、これは半分間違いかもしれない。そうすると、せっか

くその学校選択制みたいなものもあるんだから、当然この学校は、この校長はおさめる力

がないと。そうしたら、出ていけばいいんですよ。そういうことが果敢に行われるような、

そういう話ですよね。だから、対策というのはマニュアルをつくることじゃなくて、いろ

いろな手段を見て、このケースだったらどの対策をとればいいのか。あるいは１つじゃな

いかもしれない。複合的にやらなきゃいけないかもしれない。あるいは、学校の中で閉じ
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込めることではないかもしれない。じゃあ、市でやりましょう。あるいは、市でだめだっ

たらどこかへ行くべきかもしれないし、そういう弾力的な対策の考え方というのは必要な

んじゃないかなと思いますけどね。マニュアルをつくるとか法律をつくるということは解

決のスタートであって、最終ゴールではないんですよ。 

○小田原委員長  都教委が言っていたんですかね。教員がいじめを助長することのないよう

にというような話があったんだけど、例えば、いじめる子をなくす、いじめられる子をな

くすということですよね。いじめる子を生まないことだし、いじめられる子を生まないこ

と。それは、学校の中では、例えばこのみんなが修学旅行に行く。旅館の部屋は全員が泊

まれるわけじゃないから、５人ずつの部屋をつくるといったときに、その５人をどう選ぶ

かというようなところで、どこにも入れてもらえない子が出ちゃったということがありま

したよね。そういうときに、子どもたちに任せてつくらせるからそういうことが起こっち

ゃったとも言える。ところが、先ほどの話で言えば、起こっちゃったときに、そういう決

め方をするといじめられている子を発見することができるという方法論にもあるという、

そのもろ刃の剣みたいなところもあるわけで、だけど、学校の先生というのは、いろんな

方法があるんだけれど、やはり助長させることのないようなことを考えなきゃいけない。

グループを決めるときには、やっぱり教員が１つの方針というのか、教育哲学の中で決め

るという、そこをもって当たらないといけないということになってくるだろう。そういう

ようなことが対策の１つになるだろうということですよね。いじめる子も、いじめられる

子もつくらないためにはということで、いろんなことがあるだろうと思いますので、研究

していただきたいというふうに思います。 

○岡本学校教育部参事  最後に、ちょうどこの問題の最中でございますけれども、早目に手

を打っている校長先生もいらっしゃいまして、体育祭が終わった後、学校だよりの中に

「いじめは一番身近な人権問題である」ということで、「その傷はいつまでも残るんだ」

ということを体育祭の中でいい評価を地域の方からいただいたことも踏まえて、子どもた

ちにあわせて伝えている学校もございますので、そういう形で、やはり日常的にやってい

く部分は、今回のように緊急的に再度もう一回確認をしていくような、そういう２つの柔

軟な対応で、学校の方にも対応できるような、そういう形での指導を進めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○齋藤委員  新聞にも、あさってにあると先ほども説明がありましたけれども、恐らく想像

するのに、あさって東京都に岡本参事が行かれることになるのかな。 
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○岡本学校教育部参事  代理の者が行くと思います。 

○齋藤委員  恐らく、ありきたりの言ったら変かもしれませんけど、チェックリストみたい

なものが配られて、それで「しっかりチェックして提出しろ」みたいな話にきっとなって

くるんだと思いますよね。そういうものでは見えてくるものと見えないものの方が多いと

いうようなところはよく考えながら、上から言われたチェックリストをそのまま学校に配

って、回収して、まとめるというような報告でない、八王子らしいというか、登校支援ネ

ットワークもこれだけやっぱり率先してやっているわけですから、こういうものに対して

も八王子独自の対策というのかな。こういう形の中でフォローしているというものを考え

ていきたいですよね。ぜひそれを次の定例会で、当然任せっ放しじゃなくて、どうしたら

いいのかというのを私なんかも一生懸命考えてみたいと思いますけれども、恐らくあさっ

ては、さほど期待されるような話はないんじゃないかと。ぜひプラスアルファ的なものを

考えていっていただきたいと思います。 

○岡本学校教育部参事  全力で取り組みます。 

○石川教育長  いじめは確かに悪いことで、これはあってはならないわけだけど、現実に、

細野委員もおっしゃっていましたけども、大人の世界でもあるわけで、なかなかこれを根

絶するというのは難しいんだろうと思うんですよね。それで、いじめられる、あるいはい

じめる子をなくすということは大事な部分なんだけれども、ただ、やっぱり人間というの

は、何でもかんでも無菌培養して、いい条件にして育てていくだけでは私は成長していか

ないと思っているんですよ。やっぱり多少、「いじめ」という言葉は悪いけれども、ある

校長は「プレッシャー」なんて言っていましたけれども、そのプレッシャーに耐えるぐら

いの気の強さというのかな、気持ちの持ち方、こういうのがやっぱり私は小さいうちから

つくっていかなきゃいけないと思うんですよね。だから、何といいますかね、耐性、これ

がほとんどないわけですよ。こういうのがどんどん大人になっていって、いじめとも思え

ないようなことを受ける方にするといじめと感じる、その割合というのはどんどんふえて

いくんだろうと思いますけども、ですから、やっぱり家庭もそうなんですけれども、一緒

になってそれに耐え得るような、そういう子どもたちにもしていかなきゃいけない。ただ

単にいじめている者が悪い、いじめられている者が悪いということじゃなくて、いじめら

れる側にもやっぱり、こういうことを言うとしかられるかもしれないけれども、何らかの

要因があると思うんですよね。そういうのを気づかせて、あるいは教えてやって、排除し

ていく。そして、一人一人を強くしていくということも大事なことなんじゃないのかなと
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いう気がするんですよね。 

 でも、確かに、いじめは悪いことは悪いんですよ。できるだけなくす方向でみんなで努

力しなきゃいけないと思いますけども。 

○小田原委員長  教育長のお話はそのとおりだと思いますよ。耐えるに、もう一つそこに

「き」をつけて、耐える力をつけるために鍛えるという、これは必要なことだろうと思い

ますよね。 

○川上委員  それは、先ほど申し上げた教育だと思うんです。先ほど申し上げたのは、それ

以前にということだったんですが、ちょっと言葉が足りなかったですけど。 

○小田原委員長  いや、そのとおりだと思いますよ。 

○齋藤委員  私も今教育長先生の言われるのはもっともだと思うんですよ。すごくよくわか

るんですが、ただ、ここ気をつけなきゃいけないのは、いじめの問題を語るのと、今川上

委員も同じことをきっとおっしゃりたいと思うんですけれども、強さというものを学ばせ

るというものを、同じ土俵の上で語っていくとちょっと危険性があると私は思うんですよ。

やっぱり、いじめの問題と生きるための強さを学ばせるというものは、同じところで語っ

てはいけないと思うんですよ。ちょっと危険性があるような気がするんですよね。ちょっ

と乱暴な言い方をすると、そこら辺を勘違いしていくと、いじめられる方にも問題がある

みたいなことになってきちゃうじゃないですか。やはり、いじめ問題はいじめ問題でしっ

かりと対応して、またそれと生きるための強さというものを教えるというものは、違う段

階で同時進行して考えていかないと、だから、ごちゃまぜにして語っちゃうと、ちょっと

怖い方向に行くような、私は気がしていますけれど。 

○小田原委員長  ごちゃまぜじゃないんじゃないかな。同時に考えているわけですよ。だか

ら、いじめということもここに置きながら、一方で耐える力、鍛える力というのを養って

いかないといけないということ。だから、いじめは常にここに置いておかなきゃいけない。

ごっちゃじゃないんですよ。別にしちゃいけないということではないですかね。 

 非常に難しいことだと思いますよ。だから、教員の力が非常に大事になってくる。だか

ら、起こったときに、そのサインを出している、そのサインを見落としちゃうところに問

題があるわけです。あるいは、それに加担しちゃうとか、わからなくなっちゃっていると。

中野富士見中にあった事件をもう一回やっているわけでしょう。教育に携わる人間が、そ

れを繰り返しちゃだめです。東京都が裏金か何かの問題というのは、平成５、６年の話で

しょう。それをまだどこかの県はやっているでしょう。そういうことをやっていちゃだめ

 
３１



なんだということだと思うんですよ。そこをぜひ教員、校長、私たちを含めて、再確認さ

せていただきたいというふうに思います。 

○石川教育長  私は、日ごろからいろんなところでこういう話をしているんですけど、私、

小学校はもっと先生方が子どもと遊ぶ、触れ合う機会、これを持ってもらいたいんですよ

ね。確かに、家庭に向けていろんな学級だよりみたいなものを出して、あるいは子どもの

様子や自分の考え方を伝えたりしてくれているんだけれども、でも、一番大事な部分をや

っていないんじゃないかと思うんですよね。もっといつも一緒にいる子どもの中からいろ

んなものが見えてくるはずなんですよ。そこの部分が少しおろそかになっちゃっているか

ら、こういういろんな問題が出てきちゃっている。 

 たしかに、いじめも非常に陰湿になって、目に見えるところに被害がなくて、衣服で覆

われているところに被害があったりとか、いろんな進んでいる部分はあるんだけれども、

あれだけ一緒に子どもたちと接していれば、我々の世代はそういうことをされてきたわけ

だけれども、そうしたらそんなには見逃すことはないんじゃないかと思うんですよね。で

すから、クラスだよりやいろんな便りを書くのは結構だけれども、毎日のように出す方も

いらっしゃるわけですよ。私はこれは決していいことだというふうに思っていないんです

よ。だったら、このエネルギーのせめて半分は、子どもたちの方に向けてほしいなと。直

接は向かっていない、間接的には子どもたちの方には向いているわけだけれども、私はも

っと直接子どもたちと触れ合う時間をつくってほしいなと。そういうことをいつも感じ、

言っているところもあるんですけどね。 

○小田原委員長  そういう話をすると、私はそういう子どもと向き合う時間を多く持ちたい

と思うんだけれども、そういう時間を奪っているのは教育長じゃないですかと言われませ

んか。室長が言えば、必ず言われますよ。「そういう時間を奪っているのは、室長、あな

たですよ」とか、言うんじゃないですか。 

○石川教育長  確かに、いろんなつまらないことで制約をかけていますよね。 

○小田原委員長  もっと工夫して子どもたちと接する時間というのはあるだろうと、私も思

いますけどね。そういうふうに言われてもね。決して、そういう時間を奪うような形でい

ろんなことを先生方に投げかけているわけじゃない。できる時間の中でやってちょうだい

ということを言っているはずだと私は思いますけどね。先生の仕事というのは、昔と今と

そんなに私は変わらないと思いますよ。最近の先生だけ忙しいということはあり得ないと

思いますけどね。 
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○石川教育長  でも、確かに５日制になってから、やっぱり６日でやっていたのを５日でや

るというのは、かなり忙しさ、多忙感はありますね。 

○小田原委員長  だけど、その分労働時間は減らしているわけでしょう。 

○石川教育長  土曜日に出てきたときに、土曜日終わって、半分ですぐ帰るという人はそん

なにはいなんですよ。やっぱりその午後はかなり自分の時間として使えたんですよね。そ

の分家庭でやればいいじゃないかというのも、やっぱり家庭にいるのと職場にいるのでは

またちょっと違いますからね。ですから、結局半日分が５日の中に、５.５日が５.０にな

った。そこの部分でやっぱり忙しい感じはある。私自身もそれを感じてきましたからね。 

○齋藤委員  私も、すごいそれは感じますよ。だから、またもとの、何度も前に言ったこと

があるかもしれませんが、土曜日のことなんかもちょっと考えていきたいな。どこかで何

か集中的にまた話せるときがあったらいいかなというふうに思います。いろんなことがリ

ンクしているというか、先生方にやっぱり余裕がないことは事実ですよね。それは、能力

的な問題もあるかもしれませんけれども、やっぱり環境的な問題でもかなり厳しくなって

きたことは事実だと思うんですよ。 

○小田原委員長  規制緩和で、八王子だけ６日制ができますよとなったときに、八王子に来

る先生方がどれだけいるか。八王子だけの問題じゃないんですね、６日制はね。ほかが５

日制で八王子だけ６日制といったら、まず来る先生はいないでしょうね。 

○齋藤委員  いや、それはわからないですよ。 

○石川教育長  子ども、家庭はどっちかといったら来るでしょうけれども、教員はやっぱり

どっちかといったら来たくないでしょうね。 

○齋藤委員  小学校と中学校でやっぱり違うと思いますよ。現実的に中学校の先生は土曜日、

今来ていますものね、ほとんど。 

○小田原委員長  ほとんどですか。そこを聞きたいんです。ほとんどですか。 

○齋藤委員  そう言われるとあれですけど、かなり来ていると思います。 

○小田原委員長  かなりですね。例えば、２０人いるうちの「かなり」というのは、何人な

んですか。２、３来ていれば「かなり」というのは、それは子どもの話ですよ。子どもは

４、５あるいは、２、３人いたら「みんな」と言うんですよ。みんなが買ってもらってい

るから、お母さんぼくも買ってよと、子どもはそうなんですよ。２０人のうちの４、５人

来たらかなりとか、大分来ているという話になっちゃうんです。 

○齋藤委員  そういう話であるならば、私は４、５人とは思っていません。半数ぐらいは来
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ているんじゃないですか。 

○小田原委員長  土曜日にですか。 

○齋藤委員  はい。 

○小田原委員長  毎週ですか。 

○齋藤委員  だから、それはまた実態を私もそれも調べているわけではないですが、少なく

とも私の地域の学校では、そんなふうに感じています。 

○小田原委員長  そうですか。 

○齋藤委員  だから、それが休みの中で来ているんだと、やはり先生方も小学校と中学校で

は随分違うと思いますけれどもね。だから、土曜日が学校になれば、それで先生方が一気

に来なくなるとは私は思っていないんです。むしろ、逆に、助かるという先生がいると思

います。 

○小田原委員長  論点が違うから、あまり深入りしませんけれども、土曜日に来ているとい

う話が、大会があって来ているとか、そういうこととは違うわけです。土曜日に齋藤委員

が言うような形で学校に来ているというのは、ちょっとまた考えてみる必要があるだろう

と思います。 

 子どもたちと接することが必要だという話からこの話になりましたけれども、先生方に

も子どもたちと接する時間を多く持ってもらいたいということは、この機会に問いかけて

いい話だと思いますけどね。 

 よろしいですか。 

 じゃあ、この件は口頭の報告でしたけれども、以上ということで、よろしいですね。 

○齋藤委員  確認ですが、次回の定例会にはこの２０日の状況を提供してください。 

○小田原委員長  ほかに御報告ございますか。 

 いいですか。ないようでございます。 

 じゃあ、委員の方から何かございますか。よろしいですか。 

 委員の方からもないようですので、本定例会の議事日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして本定例会を終了いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

【午後３時２８分閉会】 

 
３４


